
 

 

 

事 務 連 絡  

 令和５年８月 29 日 

 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 

 各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課 

 附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課 

  構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を  

  受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課  

  各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

 

               文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

 

貸切バスの運賃・料金の見直しに係る周知について（依頼） 

 

 このたび、国土交通省より別紙１のとおり、標記の件について周知依頼がありまし

たのでお知らせします。本年 10 月までに順次新たな運賃・料金制度が適用されること

になります（別紙２）。今回の運賃・料金の見直しは、深刻な運転者不足の解消や、

さらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施できるようにするためであり、これ

らは教育現場で利用されている貸切バスの安全確保にも資するものです。 

 なお、本件見直しについては、１年以上前から従前の運賃・料金を前提に計画が進

められている修学旅行等宿泊を伴う学校行事については、引き続き従来の運賃・料金

を適用できるようにするなどの経過措置が設けられています。 

 また、安全な貸切バスを選定・利用する際のポイントを示した「輸送の安全を確保

するための貸切バス選定・利用のガイドライン」についても、改めて周知しますので、

貸切バスを選定・利用する際にご活用ください。 

 

※「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」 

 概要版   別紙３参照 

 詳細版 URL https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html 

 

以上のことについて、各都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及

び域内の市区町村教育委員会に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の

学校法人及び学校に対し、各国立大学法人担当課におかれては所管の附属学校に対し、

御中 

貸切バスの運賃・料金の見直しについて、国土交通省から周知依頼がありました

のでお知らせします。併せて、教育現場で利用される貸切バスの安全確保のため、

「貸切バス選定・利用ガイドライン」も再度周知します。 

 



 

構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）第 12 条第１項の認定を受けた各地方

公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対し、各

都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては域内の市区町村認定こ

ども園主管課及び所轄の幼保連携型認定こども園に対して、周知をお願いいたします。 

 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

安全教育推進室 交通安全・防犯教育係 

電話：03-5253-4111（内線 2695） 

E-mail：anzen@mext.go.jp 



事  務  連  絡 

令和５年８月 23日 

 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 御中 

 

 

国土交通省自動車局旅客課 

 

 

貸切バスの運賃・料金の見直しに係る周知について（依頼） 

 

 現在の貸切バスの運賃・料金については平成 26 年４月から適用されているところ

ですが、深刻な運転者不足の解消やさらなる安全への投資に向けた取組を着実に実施

できるようにするために現在の運賃水準の見直しを行うこととなり、本年 10 月１日

までに順次新たな運賃・料金が適用されます。 

 児童、学生の通学や学校行事等の場面において貸切バスが利用されていると承知し

ているところですが、今回の運賃・料金の見直しが、教育現場で行われる貸切バス輸

送の安全確保にも資するものであることから、本年 10 月以降の貸切バスのご利用に

あたっては新運賃・料金を適用していただきますよう全国の幼稚園、小学校、中学校

及び高等学校等に対して周知をお願いいたします。 

 なお、新たな運賃・料金の適用前までに運送の引受を合意している場合については、

契約の締結が適用日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することがで

きることとするほか、１年以上前から従前の運賃・料金を前提に計画が進められてい

る修学旅行等宿泊を伴う学校行事については、引き続き従来の運賃・料金を適用でき

るようにする経過措置を設けることとしております。 

 また、本周知と併せまして、価格面だけでなく、安全面に留意して貸切バスを選定

いただけるよう作成した「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラ

イン」につきましても、改めて周知いただきますようお願いいたします。 

 ご不明点等ございましたら、最寄りの地方運輸局等にお問い合わせいただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

※「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」については、以

下の URLよりご覧ください。 

  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html 

 

 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000011.html
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